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交通拠点の機能強化に関する計画
ガイドラインの改訂について

資料３



〇 各バスタで事業を推進する中で、実務上の知見等が蓄積されているが、体系的にまとめた資料がない。
〇 「交通拠点の機能強化に関する計画ガイドライン（令和３年４月 国土交通省道路局）」の第２部
の実務編では、構想段階から運営管理段階に至るまでの実務について記載されている。
○ これまでに蓄積された知見等を踏まえ、当ガイドラインの 第２部 実務編 及び 附属編３ 関連法制度
を中心に記載を充実させることとしたい。

1

ガイドライン改訂の方向性について
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ガイドライン改訂のポイント

ガイドラインへの反映Point①
検討から事業実施までのフローを「構
想」「整備方針検討」「事業計画」「事
業実施」「管理運営」に整理し直し、各
段階において検討が必要な事項や、自
治体や事業者等の関係者と連携すべき
事項を具体化。
自治体との連携・役割分担、交通
事業者及び警察との調整・協議、
有識者や地元企業等の意見収集、
周辺開発との調整等、継続的に検
討する体制を構築すること
維持管理費や大規模修繕費を試
算し、各主体の役割分担や費用負
担の考え方を整理した上で必要性
を検討すること

ガイドラインへの反映Point②
送迎バスや日本版ライドシェアなど多
様な車両を許可できることを踏まえた
留意点を整理。
各施設に停留を許可する車両の
種類の検討にあたっては、交通拠
点の機能強化に関する検討会や
法定協議会等の場を通じて地域
の実情に応じた議論・整理を行う
こと
多岐にわたる車両がターミナル内で
輻輳しないよう、 車両サイズや運
行区分、運行形態等に応じて、
動線や乗降場を分離するなど安
全性に配慮した配置とすること

課題③
複数のバスタ事業において官民連携
手法を導入してきた経験を踏まえ、
民間企業の意向の把握や採算性の
試算など、ノウハウや留意点を今後
の事業検討に反映させる必要。

ガイドラインへの反映Point③
官民連携手法を導入して交通ター
ミナルを整備・運用する場合の留意
点を充実化。
導入可能性調査やマーケットサウ
ンディングは、できるだけ早期に開
始し、検討熟度に応じて複数回
実施することが望ましいこと
採算性の試算に際しては、市場
動向や既存バスターミナルの実態
等を踏まえて条件の精査や計画
の調整を行うこと

〇 各課題への具体的な対応策をガイドラインに反映することで、他事業への展開を図ってはどうか。

課題①
道路管理者が集約型交通ターミナルを
整備する上での事業の進め方や留意点
などのノウハウが蓄積されてきており、事
業化前に調整すべき事項や課題が明ら
かになってきた。

課題②
省令改正により、特定車両停留施設
に停留を許可できる車両の種類が拡
大することにより、地域の合意や交通
ターミナルの安全性確保について、充
分な検討が求められる。



3

ガイドライン第２部 実務編 改訂案

● 第2部実務編冒頭に掲載されている「交通拠点の機能強化の進め方」（フロー図）について、これまでの検討実態をもと
に、検討段階を「構想」、「整備方針検討」、「事業計画」、「事業実施」、「管理運営」の５段階に見直し。

● 検討手順（着手時期とアウトプット）を明確化するとともに、官民連携（PFI等）の検討手順を併記し、より分かりやす
い表現に更新。

現行フロー 拡充（案）フロー

Point ① 各段階の検討事項・連携事項の具体化
検討段階・検討フローの見直し



4

ガイドライン第２部 実務編 改訂案

● 自治体・まちづくり連携しと一体的に事業を進めるため、関連計画への位置づけを行うことについて本文に記載するとともに、
実際に関連計画へ位置づけられた事例を紹介。

● 事業の構想段階から管理運営段階まで継続的に、自治体や交通事業者をはじめとした関係者との連携が必要となるこ
とから、構想段階において検討会等の検討体制の構築を行うことを記載。

Point ① 各段階の検討事項・連携事項の具体化
自治体・まちづくりとの連携強化（関連計画の位置づけ）や継続的な検討体制の構築を明記

拡充（案）ガイドライン
4-１ 構想段階 冒頭

関連計画への位置づけについて明記し、事例を掲載

事例

関係者との体制構築について記載

赤文字：現行ガイドラインからの追記・変更点 緑文字：現行ガイドラインから記載場所を変更
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ガイドライン第２部 実務編 改訂案

● 整備方針検討段階から事業計画段階にかけて実施する施設の検討にあたっては、事業費や維持管理費、大規模修繕
費を検討の深度化に合わせて都度試算し、事業区分の調整を行うことを記載。

● 特に規模の大きな施設に関しては、事業費、維持管理費、大規模修繕費の試算結果をもとに費用負担の考え方を整
理した上で、必要性を判断する必要がある旨を記載。

Point ① 各段階の検討事項・連携事項の具体化
維持管理費や大規模修繕費、費用負担の整理を踏まえ各施設の必要性を検討すべき旨を明記

拡充（案）ガイドライン
4-２ 整備方針検討段階 （6）施設の具体イメージ

事業費、維持管理費、大規模修繕費
の算定を行うことについて記載

事業費、維持管理費、大規模修繕費の試算を踏まえ、費用負担の
考え方を整理し、施設の必要性を判断する旨を記載

赤文字：現行ガイドラインからの追記・変更点 緑文字：現行ガイドラインから記載場所を変更
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ガイドライン第２部 実務編 改訂案

● 事業の具体イメージの検討の際に、交通ターミナルに乗り入れる車両（特定車両停留施設における特定車両）を検討
する旨を記載。

● 地域の実情に応じた整理・議論を十分に行うため、協議先となる関係者（交通事業者、自治体、その他観光関連事
業者やイベント事業者等）と協議の場（交通拠点の機能強化に関する検討会、地域公共交通会議等）について記載。

Point ② 多様な種類の車両の停留許可を踏まえた留意点の整理
特定車両の検討にあたって、地域の実情に応じた整理・議論を十分に行うことを明記

拡充（案）ガイドライン
4-２ 整備方針検討段階 （5）事業の具体イメージ 1）備えるべき機能

交通ターミナルに乗り入れる車両
（特定車両停留施設における特定車両）を検討する旨を記載

交通ターミナルに乗り入れる車両の協議先や協議の場を記載

赤文字：現行ガイドラインからの追記・変更点 緑文字：現行ガイドラインから記載場所を変更
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ガイドライン第２部 実務編 改訂案

● 交通拠点周辺の車両の動線ネットワークの検討にあたって、車両の種類・サイズごとに整理し、安全性や利用者の分かり
やすさを考慮した動線分離を検討することを記載。

● バス等については、速達性・定時性を確保できる動線ネットワークを検討するよう記載。

Point ② 多様な種類の車両の停留許可を踏まえた留意点の整理
安全性や利用者の分かりやすさの考慮、バス等の速達性・定時性の確保について明記

拡充（案）ガイドライン
4-２ 整備方針検討段階 （5）事業の具体イメージ 4）動線ネットワーク

安全性等に考慮した動線分離の検討について記載

バス等の速達性・定時性の確保について記載

赤文字：現行ガイドラインからの追記・変更点 緑文字：現行ガイドラインから記載場所を変更
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ガイドライン第２部 実務編 改訂案

● 交通ターミナル内外の歩行者と車両の空間分離の考え方や、歩行者・車両それぞれの動線を検討する際の具体的な視
点を、各バスタで蓄積された実務上の知見も参考に列挙。

● 車両の動線に関しては、バス、タクシー等の従来の公共交通とその他の多様な種類の車両がターミナル内で輻輳しないよ
う、車両サイズや運行区分、運行形態等に応じて動線や乗降場を分離する等、安全性に配慮すべき旨を記載。

Point ② 多様な種類の車両の停留許可を踏まえた留意点の整理
交通ターミナル内外の安全性確保のための、検討時の視点を列挙

拡充（案）ガイドライン
4-２ 整備方針検討段階 （6）各施設の具体イメージ 1）交通ターミナル

歩行者動線の検討の視点を列挙

車両動線の検討の視点を列挙し、
安全性への配慮について記載

赤文字：現行ガイドラインからの追記・変更点 緑文字：現行ガイドラインから記載場所を変更



9

ガイドライン第２部 実務編 改訂案

● PFI事業を検討する場合、官民連携導入可能性調査やマーケットサウンディング等を早期に開始し、検討熟度に応じて
複数回実施すること、またそれらの調査の前に民間事業者の事業範囲として任せる可能性のある項目を整理すべきことを
記載。

● 参考として、導入可能性調査の手順等の記載を充実。

Point ③ 官民連携手法を導入する場合の留意点の充実
官民連携に関する検討および調査の早期着手について明記

拡充（案）ガイドライン
4-２ 整備方針検討段階 （8）官民の事業区分・役割分担

民間事業者の事業範囲の整理や、
検討熟度に応じたマーケットサウンディング等の複数回実施について記載

導入可能性調査の手順等を充実

赤文字：現行ガイドラインからの追記・変更点 緑文字：現行ガイドラインから記載場所を変更
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ガイドライン第２部 実務編 改訂案

● 収益項目の例として、各バスタで検討されている内容を参考に追記するとともに、採算性の試算にあたっての留意事項を
記載。

● 各バスタで蓄積された実務上の知見を踏まえ、支出や収入の想定および前提となる条件設定において留意すべき観点や、
マーケットサウンディング等の結果を十分反映することが望ましい旨を記載。

Point ③ 官民連携手法を導入する場合の留意点の充実
採算性の試算にあたっての観点、留意事項を充実

拡充（案）ガイドライン
4-3 事業計画段階 （1）管理運営の考え方

収益項目の例を追記するとともに、
採算性の試算にあたっての留意事項を記載

赤文字：現行ガイドラインからの追記・変更点 緑文字：現行ガイドラインから記載場所を変更
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ガイドライン附属編３ 関係法制度 改訂案

これまでのガイドライン附属編では、バスタプロジェクトに関係が深い法制度として、制度の概要と根拠法令を列挙してい
るが、制度を活用する際の留意点や、根拠法令の該当する条文などの記載がないため、実務的な活用がしにくく、掲載
されている制度も限られていた。

現行ガイドライン 附属編3



関連する制度（法律）ユースケースの例

立体道路制度
（道路法、都市計画法、建築基準法、都市再生特別措置法、都市再開発法）

道路を立体的に利用したい

道路内に建物を設置したい

市街地再開発事業（都市再開発法、都市計画法）
街区を整理し公共用地を確保したい

土地区画整理事業（土地区画整理法、都市再開発法）

地域防災計画（災害対策基本法、都市計画法）交通拠点内の広場や施設を防災拠点として活用
したい 都市再生安全確保計画制度（都市再生特別措置法）

歩行者利便増進道路（ほこみち制度）（道路法）広場や周辺道路で自治体や地域団体が店舗等を
設置し賑わいを創出したい

道路占用許可制度（道路法）道路区域内に購買施設や食事施設を設置したい

道路使用許可制度（道路交通法）道路区域内でイベント等を開催したい

PFI（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）官民連携により効率的かつ効果的に施設を運営し
たい 公共施設等運営方式（コンセッション方式）

（民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律）
道路脱炭素化推進計画（道路法）交通拠点に脱炭素化に資する施設を設置したい

屋外広告物（屋外広告物法、景観法、道路法）
収益向上を図り維持管理費に充当したい

ネーミングライツ（地方自治法、民法）

12

ガイドライン附属編３ 関係法制度 改訂案

現行ガイドラインで記載している法制度のほかに、官民連携や収益向上などで活用できると思われる法制度を追加。

赤字は現行ガイドラインから新たに追加した法制度
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ガイドライン附属編３ 関係法制度 改訂案

該当する法律・制度の内容や主な役割、活用の際のポイント等を整理。
根拠となる法令の条文も合わせて記載。

拡充（案）ガイドライン



14

参考 これまでのご意見への対応

対応方針主な意見
・第4章冒頭ページや、「4-1 構想段階」等の各段
階の冒頭ページにおいて、各段階において実施す
べき内容を記載。

調査段階から事業化へ持っていくことの難しさを感じている。様々なス
テークホルダーが関わる事業でありながら、各者の温度差があり、かつ、誰
にどこまで情報共有がされているのか曖昧というのが実態。関係するス
テークホルダーや議論・合意形成の進め方、何をもって事業化に値する
と判断するのか、といった点の議論ができると良い。【第6回】

事業化の基準1

・「4-2 整備方針検討段階＞（6）各施設の具
体イメージ＞1）交通ターミナル＞②留意点」にお
いて、早期にレイアウト図（案）を提示し調整・協
議を行うべき旨を記載。

自治体の公共交通の検討においてバスタへの路線バスの割り当て等を
検討する上で、レイアウトを見ながらの議論ができると良い。そのため、な
るべく早期に道路管理者から自治体にバスタの図面を提示していただき
たい。【第6回】

地域公共交通計画
との調整

2

・「4-1 構想段階」冒頭ページにおいて、地域公共
交通計画や地域防災計画等の間連計画への位
置づけについて記載。

バスタ事業と地域公共交通計画等との連動は、ガイドライン等で位置
づけるべき。【第6回】

3

・（再掲）「4-1 構想段階」冒頭ページにおいて、
地域公共交通計画や地域防災計画等の関連計
画への位置づけについて記載。
・「4-2 整備方針検討段階＞（6）各施設の具
体イメージ＞4）防災機能」において、防災機能と
して必要な施設の検討と併せて協力体制を構築
すべき旨を記載。

災害時のバスタの活用に関して、災害時は状況が流動的であり、その
中で限られたスペースを有効活用するためには、使い方を事前に検討・
調整しておくことが必要。地域防災計画等の防災に関連する計画にバ
スタの位置づけを明記できるよう、バスタの防災計画を明確に検討して
おくと良い。また、既にそのような事例があれば共有いただけると良い。【第
6回】

災害時の活用4

・「4-1 構想段階＞（1）計画の対象範囲」にお
いて、周辺エリアと一体的に機能検討等を進める
ことが重要であることを記載。
・「4-2 整備方針検討段階＞（5）事業の具体
イメージ＞1）備えるべき機能＞②留意点」にお
いて、周辺の空間との機能分担について記載。
・「4-2 整備方針検討段階＞（4）事業の概要
（コンセプト）＞②留意点」において、周辺道路
の空間を含めて対象範囲を整理すべき旨の記載
あり。

バスタの空間だけで全てのニーズ・課題に対応するのではなく、周辺や面
している道路空間も含めて、エリア全体で必要な機能を満たすという考
え方も必要である。好事例などを入れてもらえるとよい。【第7回】

面的な考え方5

バスタの施設内の検討だけではなく、周辺道路への影響や対策事例、ま
ちづくりと連携した面的な設計の考え方等についてもガイドラインに記載
があるとよい。【第7回】

6

周辺への影響や面的な検討は、駅やバスタとまちとの距離感に応じて変
わってくる。各地域に応じた全体としての最適化を考えることが必要であ
る。【第7回】

7

第6回・第7回検討会のご意見（ガイドライン関連抜粋）
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参考 これまでのご意見への対応

対応方針主な意見
・「4-2 整備方針検討段階＞（6）各施設の具
体イメージ＞1）交通ターミナル＞②留意点」にお
いて、交通事業者等の関係者と調整・協議を行う
旨を記載。また、バス・タクシー等の従来の公共交
通と、ライドシェアや送迎車両等が輻輳しないよう
安全性に配慮すべき旨を記載。
・（再掲）「4-1 構想段階」冒頭ページにおいて、
地域公共交通計画や地域防災計画等の関連計
画への位置づけについて記載。
・「4-2 整備方針検討段階＞（5）事業の具体
イメージ＞1）備えるべき機能＞②留意点」にお
いて、交通ターミナルに乗り入れる車両（特定車
両停留施設における特定車両）の検討にあたっ
ての関係者との調整について記載。
・「4-2 整備方針検討段階＞（6）各施設の具
体イメージ＞1）交通ターミナル＞②留意点」にお
いて、交通ターミナルにおける動線やレイアウト等の
考え方を記載。

バスタプロジェクトの計画箇所は基本的にその地区の交通量が多い場所
であり、特定車両の拡充により安全面の低下や混雑が生じ、運行の遅
れや収入減など既存交通事業者の利便性の低下が生じないように留
意いただきたい。地域・現場の意見を聞いて進めていくとのことだが、自治
体、道路管理者、住民など様々な立場がある中で、交通事業者のニー
ズをしっかり捉えて、地域ごとによく議論して決定いただきたい。【第7
回】

特定車両の検討8

それぞれの地域において地域公共交通会議等で十分に議論し、地域の
実情に応じた特定車両を検討することが必要である。【第7回】

9

各バスタにおける特定車両の検討は、施設規模やバース数・配置と大き
く関係するため、施設規模や設計と乗り入れ車両に乖離が生じないよう、
施設規模の検討段階から特定車両になりうる車両のニーズをしっかり
把握すべきである。ガイドラインにもその旨を記載いただけるとよい。【第7
回】

10

どの車両を特定車両として追加するかは、地域ごとに議論して決定とのこ
とだが、地域公共交通会議にバスタを位置づけるのか、災害時の運用
はどこで議論するのかなど、どのように議論するかの解像度を上げて検討
いただきたい。【第7回】

11

・「4-3 事業計画段階＞（1）管理運営の考え
方＞②留意点」において、収益性や公平性に配
慮し、関係者と十分に協議を行った上で料金体
系を決定する旨を記載。

特定車両に対して停留料金を徴収しないことも可能であるとのことだが、
停留料金を徴収しない場合、施設管理者にメリットがないため、区域に
入れたがらない可能性も想定される。自治体の関与や、地域公共交通
会議の場などにより、各バスタでふさわしい停留料金のあり方をよく議
論する必要があるため、留意事項としてガイドラインに記載してほしい。
【第7回】

停留料金の設定12

第6回・第7回検討会のご意見（ガイドライン関連抜粋）
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参考 これまでのご意見への対応

対応方針主な意見
・「4-2 整備方針検討段階＞（6）各施設の具
体イメージ＞1）交通ターミナル＞②留意点」にお
いて、交通ターミナル内外での動線・配置の考え
方等、検討する視点を記載。
・4-2 整備方針検討段階＞（7）施設配置計
画＞②留意点」において、＜各交通モードの配置
に関する留意点＞の項目を追加し、バース数や
バース形状等の考え方を記載。

車社会の地方部では自家用車による送迎等のニーズが多いと考えられ
る。特定車両停留施設に一般車は乗り入れできない制度となっているた
め、区域外に一般車用のスペースを設けることになるが、シームレスな構
造となるよう工夫してほしい。また、そういった好事例があれば共有できる
とよい。【第7回】

配置・レイアウト検討13

限られた空間の使い方、特に一般車とバス・タクシーとの分離のあり方な
ど、安全性を担保した構造に留意が必要な旨を記載いただきたい。【第
7回】

14

駅に隣接したバスタでは、改札の階層に応じてバスタ側のレイアウト検
討の考え方も変わるため、好事例を基に検討時の配慮事項や進め方
等を記載いただきたい。【第7回】

15

ガイドラインに記載したような多様な効果の発現のためには、ラッシュ時、
災害時、イベント時等のことを考えてバース数に余裕を持たせた設計と
すべき。【第6回】

16

バス事業者目線で必要なバース数と、利用者目線での使いやすさを
考えたバース数が合わない場合もある。学識者も入れながら各地域で
しっかり議論・調整することが重要。【第6回】

17

待機バースも必要であるが、待機バースは特定車両停留施設の中でな
くてもよく、付近からショットガンで出すなど周辺空間全体を一体的に考
える必要がある。【第6回】

18

駐輪場は旅客用場所に設置可能だが、バス等の乗り場からシームレス
に繋げられる配置の工夫等、ガイドラインに記載があると良い。【第6回】

19

第6回・第7回検討会のご意見（ガイドライン関連抜粋）



17

参考 これまでのご意見への対応

対応方針主な意見
・（再掲）4-2 整備方針検討段階＞（7）施
設配置計画＞②留意点」において、＜各交通
モードの配置に関する留意点＞の項目を追加し、
バース数やバース形状等の考え方を記載。

維持管理の視点からは空間を効率的に活用したいという側面がある一
方で、バースの運用に余裕を持たせた方が良いという意見もある。こう
いった相反する考えを、どの段階でどのように合意を図っていくのかが課
題であるため、ガイドラインでまとめられると良い。【第6回】

関係者調整20

・「4-2 整備方針検討段階＞（8）官民の事業
区分・役割分担＞②留意点」において、官民連
携導入可能性調査等の手順を記載。

官民連携の中での役割分担の調整等はガイドラインに残していただきた
い。【第6回】

21

・「4-3 事業計画段階＞（1）管理運営の考え
方＞②留意点」において、バスタ事業の事例で検
討されている収益項目を記載。

収益事業に関しては、どのような施設を設置でき、誰に収入が入ってく
ることになるか等、整理しておく必要がある。【第6回】

収益事業22

・別途、モビリティハブに関する資料が発出される予
定

バスタといえば「バスタ新宿」のイメージが強く、特に地方部ではスケール
感のギャップがある。地域版の小規模な事例の進め方もよく検討してい
く必要がある。【第6回】

地方版のバスタ23

・「整備方針検討段階＞（6）各施設の具体イ
メージ＞2）待合空間＞②留意点」において、子
育て応援施設の必要性や配置を検討する旨を記
載。

ガイドラインの拡充にあたって、子育ての視点を追加してほしい。【第7
回】

子育ての視点24

「附属編3 関係法制度」を拡充。バスタ以外のいろいろな事業や制度と組み合わせることで柔軟にできる
ことが多々あるため、ガイドラインに記載すべき。【第6回】

制度の組み合わせ25

第6回・第7回検討会のご意見（ガイドライン関連抜粋）



本日特にご議論いただきたい論点について

○ 構想段階や整備方針検討段階など、早期段階から関係
者と調整すべき点は他にあるか。また早期段階での関係者
間の調整において留意すべきことはあるか。

○ 停留を許可する車両の種類の検討にあたり、乗り入れが
想定される交通事業者や自治体、観光事業者、イベント
事業者等の他、協議・調整すべき関係者はいるか。

○ 交通ターミナルの安全性の観点から、車両動線や乗降場
の分離等の他に留意すべき点や、ターミナルの設計等にお
いて工夫できることはあるか。

○ 官民連携により事業を推進する際、事業の実現可能性
検討や採算性の試算などにおいて、官民の考え方に乖離
が生じないために、留意すべきことはあるか。

18

論点①
「構想」「整備方針検討」「事業計画」
「事業実施」「管理運営」の各段階に
おいて検討が必要な事項や、自治体
や事業者等の関係者と連携すべき事
項

論点②
送迎バスや日本版ライドシェアなど多
様な車両を許可できることを踏まえた
留意点

論点③
官民連携手法を導入して交通ターミナ
ルを整備・運用する場合の留意点


